
  保健室  

 
 

 
 

 

 

 

開 室 時 間： 

平 日    8:30～17:30 

土 曜 日    8:30～16:30  

 

 

 

 

●保健室からのお知らせ 

UNIPA の掲示でお伝えします。 

 

 

●応急処置  

体調不良やケガなどへの一次的な対応を行います。 

状況によっては、医療機関への受診を促す事があります。 

 

 

●健康相談 

身体のことや精神的な悩みなどご相談ください。  

学生相談カウンセラー(公認心理師・臨床心理士)とのカウンセリングを 

ご案内することもできます。 

 

 

 ●定期健康診断  

定期健康診断は学校保健安全法で義務付けられています(4月実施)。 

 必ず受けるようにしてください。 

 

 

●健康診断証明書発行  

申し込み手続き：学生ホールに設置の券売機で券を購入し、学生指導課か保健室に 

お持ちください。 

  ★健康診断を全項目受けていないと、健康診断証明書の発行は出来ません。  

★不在時は、学生指導課 

（１号館 1階へお越しください）  

 

九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学

保健室 

場所：図書館１階 

 



 

 

 

 

●体組成計・自動血圧計  

身長・体重・BMI・体脂肪率・血圧など測定できます。  

定期的に測定する事をお勧めします。 

 

 

●AED(自動体外式除細動器)  

AEDの設置場所  

①講堂兼体育館 

②総合受付 （2号館 1階) 

③学生指導課(1号館 1階)  

④5号館 

⑤保健室 

 

 

●学生教育研究災害傷害保険 

傷害保険の補償対象となる事故・傷害の保険金請求手続きをいたします。事故・傷害は 

速やかに保健室へ連絡ください。 

 

 

●学校における感染症対策  

(出席停止について〉  

学校保健安全法で定められた「学校において予防すべき感染症」の第一種・第二種・ 

第三種に罹患し、 医師の指示で出席停止となった時には、下記の書類の提出があれば 

公欠が認められます。  

・医師の診断書または医証  

ただし、診断名と出席停止期間(具体的な月日)が明記されていることが必要です。  

 

(学校への報告について)  

①担任に電話する(診断名・出席停止期間)  

②登校可能になったら、診断書、または医証を担任に見せる(またはコピー提出)。  

③診断書、または医証の原本を保健室に提出する。  

なお、出席停止期間が漠然としているときは、 登校可能になってから再受診し、  

出席停止期間の月日が入った診断書、 または医証を医師に書いてもらってください。 

 

 

  


